
 

平成 23 年９月 27 日 
各   位 

上場会社名   株式会社コージツ 
代表者     代表取締役社長 櫓木 裕二 
（コード番号  9905） 
問合せ先責任者 経営管理本部長 海老澤 嘉 
（TEL     03-5283-8866） 

（訂正）親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動のお知

らせの一部訂正について 
 
平成 23 年９月 26 日にお知らせいたしました「親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動

のお知らせ」の記載内容について、一部誤りがございましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂

正箇所には下線を付しております。 

 
記 

 
訂正内容 
【訂正前】 
５．今後の見通しについて 
（１）上場廃止となる見込み及びその事由 

当社株式は、本日現在、株式会社大阪証券取引所JASDAQ市場（以下「JASDAQ市場」といいます。）に上

場されておりますが、本公開買付届出書によれば、今後、本公開買付者らは、適用法令及び下記「（２）い

わゆる二段階買収に関する事項」に記載する手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）に従っ

て、当社の発行済株式の全て（但し、当社の保有する自己株式を除きます。）を取得することを予定してい

るとのことです。その場合には、当社株式は、大阪証券取引所の定める上場廃止基準（以下「上場廃止基準」

といいます。）に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、当社株式が上場廃止となった場合は、

当社株式をJASDAQ市場において取引することができなくなります。 
当社といたしましては、平成 23 年８月 16 日に開示いたしました「投資事業有限責任組合DRCKJ及び投資

事業有限責任組合DRCⅡによる当社株券等に対する公開買付けに関する反対の意見表明のお知らせ」、平成

23 年８月 22 日に開示いたしました「投資事業有限責任組合DRCKJ及び投資事業有限責任組合DRCⅡによる

当社株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更を踏まえた当社の見解並びに「投資事業有限責任組合

DRCKJ及び投資事業有限責任組合DRCⅡによる当社株券等に対する公開買付けに関する反対の意見表明の

お知らせ」の一部訂正のお知らせ」及び平成 23 年９月 16 日に開示いたしました「投資事業有限責任組合

DRCKJ及び投資事業有限責任組合DRCⅡによる当社株券等に対する公開買付けの結果のお知らせ」（以下、

総称して「当社プレスリリース」といいます。）に記載のとおり、①本公開買付けにおける当社株式の買付

価格（以下「本公開買付価格」といいます。）は低廉であり、かつ②本公開買付けが当社の企業価値の向上

に資するとはいえないと判断しておりますので、現時点において、本スクイーズアウト手続に関する本公開

買付者らの要請に応じる予定はありません。但し、本公開買付者らは、今後、株主提案権（会社法第 303
条第２項、第 325 条）や株主総会の招集請求権（会社法第 297 条第１項、第 325 条）を行使することにより、

本スクイーズアウト手続に関する臨時株主総会及び種類株主総会を開催し、本スクイーズアウト手続を実行

する可能性があり、その場合には、当社株式は、上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となりま

す。当社は、本公開買付者らがこれらの権利を行使した場合には、株主の皆様の利益を考慮の上、対応につ

いて慎重に検討いたします。当社は、これらの対応について決定を行った場合、速やかに公表いたします。 
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（２）いわゆる二段階買収に関する事項 
本公開買付届出書によれば、下記（二段階買収の概要）のとおり、本公開買付者らは、当社の株主を本公開

買付者らのみとすることを目的とする一連の取引を実施することを予定しているとのことです。 
当社といたしましては、当社プレスリリースに記載のとおり、①本公開買付価格は低廉であり、かつ②本公

開買付けが当社の企業価値の向上に資するとはいえないと判断しておりますので、現時点において、本スク

イーズアウト手続に関する本公開買付者らの要請に応じる予定はありません。但し、本公開買付者らは、今

後、株主提案権（会社法第 303 条第２項、第 325 条）や株主総会の招集請求権（会社法第 297 条第１項、第

325 条）を行使することにより、本スクイーズアウト手続に関する臨時株主総会及び種類株主総会を開催し、

本スクイーズアウト手続を実行する可能性があります。当社は、本公開買付者らがこれらの権利を行使した

場合には、株主の皆様の利益を考慮の上、対応について慎重に検討いたします。当社は、これらの対応につ

いて決定を行った場合、速やかに公表いたします。 
 
（二段階買収の概要） 

本公開買付届出書によれば、具体的には、今後、本公開買付者らは、①当社において普通株式とは別の種類

の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発行会社とすること、

②当社の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規定する事項についての

定めをいいます。以下同じ。）を付す旨の定款変更を行うこと、及び③当社の当該全部取得条項が付された

普通株式の全部の取得と引き換えに別個の種類の当社株式を交付すること、並びに上記①乃至③を付議議案

に含む臨時株主総会及び上記②の定款一部変更を付議議案に含む当社の普通株主による種類株主総会を平

成 23 年 10 月を目途として開催することを当社に要請する予定とのことです。なお、本公開買付者らは、上

記の臨時株主総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。 
上記の各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は全部取得条項が付された上で、その

全て（当社の自己株式を除きます。）が当社に取得されることとなり、当社の株主（当社を除きます。）には

当該取得の対価として当社の別個の種類株式が交付されることになりますが、交付されるべき当該当社の別

個の種類の株式の数が１株に満たない端数となる株主に対しては、会社法第 234 条その他の関係法令の定め

る手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に

相当する当該当社の別個の種類の株式を売却すること等によって得られる金銭が交付されることになりま

す。なお、本公開買付届出書によれば、当該端数の合計数に相当する当該当社の別個の種類の株式の売却の

結果、当該株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該株主が所有していた当社の普通株

式の数を乗じた価格と同一になるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行う予定との

ことです。また、本公開買付届出書によれば、本公開買付者らは、全部取得条項が付された普通株式の取得

の対価として交付する当社株式の種類及び数は、平成 23 年７月 22 日現在未定でありますが、本公開買付者

らが当社の発行済株式の全て（但し、自己株式を除きます。）を所有することとなるよう、本公開買付者ら

以外の当社の株主で本公開買付けに応募しなかった者に対して交付する当社株式の数が１株に満たない端

数となるよう決定することを当社に要請する予定とのことです。 
上記手続に関連する少数株主の権利保護を目的としたと考えられる会社法上の規定として、(a)上記②の普

通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的として会社法第

116 条及び第 117 条その他の関係法令の定めに従って、株主はその有する株式の買取請求を行うことができ

る旨が定められており、また、(b)上記③の全部取得条項が付された当社の普通株式の全部の取得が株主総

会において決議された場合には、会社法第 172 条その他の関係法令の定めに従って、株主は当該株式の取得

の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。 
なお、本公開買付届出書によれば、上記①乃至③の手続については、関係法令についての当局の解釈等の状

況、本公開買付け後の本公開買付者らの株券等所有割合又は本公開買付者ら以外の当社の株主の当社株式の

所有状況等によっては、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があるとのことです。但し、

その場合でも、本公開買付者ら以外の当社の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法により、本公開

買付者らが当社の発行済株式の全てを所有することとなることを予定しているとのことであり、この場合に

おいて本公開買付者ら以外の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該株主が所有して
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いた当社の普通株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。 
本公開買付届出書によれば、本公開買付者らは、上記本スクイーズアウト手続のために必要な議案が当社の

株主総会において可決されるよう、今後も引き続き、本公開買付けに応募されなかった株主の皆様に理解を

求めていく所存であり、また、当社に対して株主総会を開催することを要請する予定であり、当社が株主総

会の招集を行わない場合には、当社株主の立場から株主提案を行うことを予定しているとのことです。当社

が当社プレスリリースにおいて、(i)本公開買付けに対して反対の意見を表明すること、並びに(ii)当社の株

主及び新株予約権の保有者の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨しないことを決議した理由の一つ

として挙げられている本公開買付価格についても、当社の 100％子会社でありグループの主要な事業会社で

ある好日山荘の経営の実情や見通し等を踏まえて、その妥当性につきご理解を求めていく所存であるとのこ

とです。 
また、本公開買付届出書によれば、本公開買付者らが、上記本スクイーズアウト手続によっても当社の発

行済株式のすべてを取得できなかった場合には、法令上許容されることを条件に、DRCKJに資金を提供す

る海外の機関投資家が保有するDRCKJの組合持分すべてを、DRCⅡ組合が譲り受ける予定とのことです。 
 
【訂正後】 

５．今後の見通しについて 
このたび親会社及び主要株主である筆頭株主になったDRCKJ及びDRCII組合（総称して「DRC」といいます。）

から提案されております当社の完全子会社化・非公開化に関しましては、９月21日付けの当社よりの「今後の

経営の方向性と代表取締役の異動（社長交代）に関するお知らせ」に記載のとおり、今後DRCと協議を行った

上で、対応方針について改めて検討してまいりたいと考えております。 

 
以 上 


